
第

二

千

六

百

七

十

一

号

平

成

二

十

七

年

八

月

七

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

五
五
一
ペ
ー
ジ

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
に
基
づ
く
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定

(

同

)

五
五
二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
五
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

五
五
三

○
保
安
林
の
指
定

(

中
濃
農
林
事
務
所)

五
五
三

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(
交
通
企
画
課)

五
五
三

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
五
四

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
五
四

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)
五
五
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師
の
研
修
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
の
種
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
が
出
席
し
て
受
講
す
る
研
修

三

研
修
の
科
目
及
び
時
間
数

１

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

一
時
間

２

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

一
時
間(

た
だ
し
、
継
続
受
講
者
は
、
四
十
分)

３

洗
濯
物
の
処
理

一
時
間(

た
だ
し
、
継
続
受
講
者
は
、
四
十
分)

４

繊
維
及
び
繊
維
製
品

一
時
間(

た
だ
し
、
継
続
受
講
者
は
、
四
十
分)

四

研
修
の
開
催
年
月
日
、
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

１

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日(

金)
飛�
総
合
庁
舎

中
会
議
室

高
山
市
上
岡
本
町
七
丁
目
四
六
八

２

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日(

金)

東
濃
西
部
総
合
庁
舎

大
会
議
室

平成27年８月７日 岐 阜 県 公 報 第２６７１号( 551 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日



一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
八

号 路
線
名

高
山
市
上
岡
本
町
六
丁
目
三

四
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
五
丁
目
一

八
七
番
地
先
ま
で

高
山
市
山
田
町
一
五
二
三
番

七
地
先
か
ら

同

市
上
岡
本
町
六
丁
目
五

〇
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

多
治
見
市
上
野
町
五
丁
目
六
八
―
一

３

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
三
日(

日)
ホ
テ
ル
パ
ー
ク

長
良
の
間

岐
阜
市
湊
町
三
九
七
―
二

五

研
修
受
講
料

五
千
円

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
従
事
者

に
対
す
る
講
習
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

講
習
の
種
類

通
信
制
で
行
う
講
習

三

受
講
申
込
手
続
及
び
受
付
期
間

１

受
講
申
込
手
続

受
付
方
法

郵
送
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

申
込
先

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号

シ
ン
ク
タ
ン
ク
庁
舎
三
階

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
事
務
局

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

〇
五
八
―
二
七
四
―
八
〇
一
一

２

受
付
期
間

受
付
開
始
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日(

火)

受
付
締
切
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日(

金)

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日(

月)

四

講
習
会
の
科
目
及
び
レ
ポ
ー
ト
課
題

１

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

２

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

３

洗
濯
物
の
処
理

４

繊
維
及
び
繊
維
製
品

五

受
講
対
象
者

岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
に
勤
務
す
る
業
務
従
事
者

六

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

羽

島
線

路
線
名

岐
阜
市
茜
部
大
川
二
丁
目
一
三
番

七
地
先
か
ら

同

市
同

二
六
番

一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成�･�･��平成��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
北
警
察

署
管
轄
区
域

活
動
区
域

北

島

好

朗

森

美
枝
子

氏

名

岐
阜
市
中
西
郷

岐
阜
市
折
立

住

所

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

一
日

委

嘱

年

月

日

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

関
市
富
之
保
字
武
儀
倉
松
葉
ヶ
平
四
七
○
六
・
四
七
○
九
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
択
伐
と
す
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
中
濃
農

林
事
務
所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

水

谷

邦

照

委
嘱
し
た
委
員
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鷲

見

松

夫

岐
阜
市
曽
我
屋

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ー
ム
岐
阜

三

代

表

者

の

氏

名

渡
辺

大
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
五
丁
目
一
六
番
三
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
法
人
は
、
青
少
年
等
の
た
め
に
寄
付
事
業
及
び
教
育
事
業
等

を
行
い
、
も
っ
て
青
少
年
等
の
健
全
な
育
成
及
び
生
き
が
い
づ
く

り
に
寄
与
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
地
域
の
情
報
を
発
信
す
る
等
に

よ
り
、
住
み
や
す
い
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
豆
々
茶
々

三

代

表

者

の

氏

名

前
田

直
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
皐
ヶ
丘
八
丁
目
一
六
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
域
的
な
活
動
と
し
て
、｢

当
事
者
主
権｣

と

い
う
理
念
の
も
と
、
障
が
い
者
、
健
常
者
が
と
も
に
支
え
合
い
な

が
ら
、
自
然
と
共
に
心
豊
か
に
暮
ら
し
、
一
人
一
人
の
能
力
に
合

わ
せ
た
自
立
を
目
指
す
事
業
を
行
い
、
情
報
発
信
、
地
域
活
性
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
、
海
津
市
及
び
養
老
郡
養
老
町

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
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第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
上
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

郡
上
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
基
本
図
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
十
日
か
ら

同

二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

四

作
業
地
域

郡
上
市
八
幡
町

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(
平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
上
位
装
置
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
27年
５
月
12日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
27年
６
月
23日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
二
丁
目
19番
１
号

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆
リ
ー
ス
株
式
会
社
名
古
屋
営
業
部

部
長
米
谷
成
一

６
落
札
金
額
252,363,600円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


